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議事日程 

 

第１ 報告第９号 令和２年度決算に基づく川棚町の健全化判断比率及び資金

不足比率の件 

第２ 認定第１号 令和２年度川棚町一般会計決算認定 

第３ 認定第２号 令和２年度川棚町国民健康保険事業特別会計決算認定 

第４ 認定第３号 令和２年度川棚町後期高齢者医療特別会決算認定 

第５ 認定第４号 令和２年度川棚町介護保険事業特別会計決算認定 

第６ 認定第５号 令和２年度川棚町観光施設事業特別会計決算認定 

第７ 認定第６号 令和２年度川棚町下水道事業会計決算認定 

第８ 認定第７号 令和２年度川棚町水道事業会計決算認定 
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（１０：００） 

議 長 ご起立願います。おはようございます。着席ください。 

ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達しておりますので、これか

ら本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 

日程第１ 報告第９号 

 

議 長 日程第１、報告第９号「令和２年度決算に基づく川棚町の健

全化判断比率及び資金不足比率の件」を議題といたします。報告内容の説明

を求めます。町長。 

町 長 皆様、おはようございます。報告第９号「令和２年度決算に

基づく川棚町の健全化判断比率及び資金不足比率の件」について報告内容の

説明をいたします。 

この健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項の規定によ

り、監査委員の審査に付しておりましたところ、このたび、監査委員からそ

の審査意見書の提出がありましたので、その意見書を添付し、議会に報告す

るものであります。 

別紙にそれぞれの比率を表にして記載しておりますが、健全化判断比率及

び資金不足比率のいずれも、国が示した早期健全化基準及び経営健全化基準

以内の値となっております。なお、これら健全化判断比率及び資金不足比率

につきましては、今回の議会報告後、同法第３条の規定に基づき、速やかに

公表を行うことといたしております。 

詳細につきましては、企画財政課長から説明をいたしますので、よろしく

お願いいたします。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、私の方から川棚町の健全化判断比率及び資金不足

比率についてご説明させていただきます。２枚目の別紙をお開きください。 

まず上の表、１ 健全化判断比率（法第３条関係）でございます。健全化

比率の行が本町の令和２年度決算に基づく実績であります。 
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その下の行の早期健全化基準と財政再生基準は法が定めた基準で、これら

の基準を上回ると市町村は財政の健全化、あるいは再生の計画を作成し、改

善を図らなければならないという基準でございます。まず、健全化判断比率

の中の実質赤字比率及び連結実質赤字比率ですが、この２つにつきましては

いずれも実質収支が黒字であったため、赤字比率自体が生じておりませんの

で横線で示しております。実質公債費比率につきましては６パーセントで、

早期健全化基準の２５パーセントを下回っております。将来負担比率につき

ましては２０．９パーセントで、これも早期健全化基準の３５０パーセント

を下回っております。 

次に２の資金不足比率ですが、これは公営企業会計ごとの経営健全化判断

を行うもので、水道事業会計、公共下水道事業会計、観光施設事業特別会計

が対象となります。これら３つの特別会計はいずれも資金不足が生じていな

いため横線で示しております。 

次に、表題を「健全化判断比率等の公表について」とした資料をお付けし

ております。１枚目に財政健全化法の目的や川棚町の財政状況について、２

ページ以降につきましては健全化判断比率及び資金不足比率の計算基礎等に

ついてお示ししたものでございます。３ページの表には、年度ごとの資金不

足比率を除いた指標数値の推移を示した表を掲げておりますが、傾向といた

しましては、実質公債費比率が令和元年度に引き続き２．１ポイント減少

し、一定の改善が進んでおります。また、将来負担比率につきましては、令

和元年度と比較して２１．３ポイントの減少となっております。この大きな

減少は、公共下水道事業が特別会計から企業会計へ移行したことにより、企

業債償還に充てる一般会計からの繰出金が減少したことによるものです。詳

しい内容につきましては後ほど資料をご覧いただくということで、説明は省

略させていただきます。 

報告内容につきましては以上のとおりであります。なお、財政健全化法に

規定する健全化指標の公表につきましては、例年どおりお配りしました公表

資料をホームページに掲載し、また、概要を示したものを広報誌に掲載する

ことにより公表したいと考えております。以上で説明を終わります。 

議 長 これから質疑を行います。ありませんか。 
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「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わり、報告済みといたしま

す。 

（１０：０７） 

 

日程第２～８ 認定第１号～認定第７号 

 

議 長 次に、日程第２、認定第１号「令和２年度川棚町一般会計決

算認定」から日程第８、認定第７号「令和２年度川棚町水道事業会計決算認

定」までを、川棚町議会会議規則第３７条の規定により一括議題といたしま

す。提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 認定第１号「令和２年度川棚町一般会計決算認定」から認定

第７号「令和２年度川棚町水道事業会計決算認定」までを、ただいま一括議

題としていただきましたので、一括してご説明をいたします。 

まず、認定第１号から認定第５号までにつきましては、会計管理者から決

算の提出を受け、去る７月２９日、地方自治法第２３３条第２項の規定によ

り、監査委員の審査に付しております。このたび、８月３１日に監査委員か

ら当該決算に係る審査意見書が提出されましたので、同条第３項の規定によ

りその意見を付し、議会の認定をお願いするものであります。  

監査委員の審査結果につきましては、「審査に付された各会計の歳入歳出

決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関す

る調書は、関係法令に準拠して作成されており、その計数は正確であること

を認める。また、予算の執行、財務に関する事務処理及び財産の管理につい

ても、概ね適正に処理され、各種事業は概ね所期の成果を収めていると認め

る。」とのご意見をいただいたところであります。 

続きまして、認定第６号「令和２年度川棚町下水道事業会計決算認定」に

ついてご説明いたします。認定第６号につきましては、川棚町下水道事業の

川棚町長から決算の提出を受け、去る７月７日、地方公営企業法第３０条第

２項の規定により、監査委員の審査に付しております。このたび、８月４日

に監査委員からの当該決算に係る審査意見書が提出されましたので、同条第
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４項の規定によりその意見を付し、議会の認定をお願いするものでありま

す。 

監査委員の審査結果につきましては、「審査に付された下水道事業会計の

決算報告書、財務諸表その他附属書類は、関係法令に準拠して作成され、経

営成績及び財政状態を概ね適正に表示していると認める。」とのご意見をい

ただいたところであります。 

次に、認定第７号「令和２年度川棚町水道事業会計決算認定」についてご

説明いたします。認定第７号につきましては、川棚町水道事業の川棚町長か

ら決算の提出を受け、去る７月６日、地方公営企業法第３０条第２項の規定

により、監査委員の審査に付しております。このたび、８月４日に監査委員

からの当該決算に係る審査意見書が提出されましたので、同条第４項の規定

によりその意見を付し、議会の認定をお願いするものであります。  

監査委員の審査結果につきましては、「審査に付された水道事業会計の決

算報告書、財務諸表その他附属書類は、関係法令に準拠して作成され、経営

成績及び財政状態を適正に表示していると認める。」とのご意見をいただい

たところであります。 

その他詳細につきましては、会計管理者並びに担当課長から説明をいたし

ますので、ご審議の上、認定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 これから、会計ごとに補足説明、追加説明をしていただきま

すが、担当課長におかれましては、説明が長くなるようであれば着座にて結

構ですので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、一般会計についての追加説明を求めます。会計管理者。  

会 計 管 理 者 それでは、着座にて説明をさせていただきます。初めに、私

の方から一般会計の決算について総括的な部分のご説明をいたします。お手

元にお配りしております「令和２年度川棚町一般会計  特別会計歳入歳出決

算書及び附属書類」と、本日お手元にお配りしております「令和２年度川棚

町一般会計歳入歳出決算書補足説明資料」でご説明をさせていただきます。

まず、決算書事項別明細書の７５ページをお開きください。 

ここには、実質収支に関する調書を記載いたしております。１の歳入総額

は８４億４７１万７，００９円です。２の歳出総額は８１億５，１４０万

１，１５３円です。よって、３の歳入歳出差引額は２億５，３３１万５，８
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５６円となります。４の翌年度へ繰り越すべき財源は、（２）の繰越明許費

繰越額の４，１６２万７，０００円のみでございまして、５の実質収支額は

３の歳入歳出差引額から、４の翌年度へ繰り越すべき財源の額を差し引いた

２億１，１６８万８，８５６円の黒字となっております。次にページを戻り

まして、決算書の２ページから９ページをご説明いたします。２ページから

５ページまでが歳入となります。それでは、決算書の４ページから５ページ

をお開きください。 

歳入合計は予算現額８６億２，９７６万４，０００円に対し、調定額８５

億９，１００万８，８９３円、収入済額８４億４７１万７，００９円、不納

欠損額１，０４３万６，８８５円、収入未済額１億７，５８５万４，９９９

円であり、予算現額と収入済額との比較は２億２，５０４万６，９９１円の

減となっております。次に、款ごとの説明をいたしますので、本日お配りし

ております補足説明資料をご覧ください。 

１ページは歳入について記載しております。ここでは新設されたものと主

なものについて、簡単にご説明をいたします。 

２款地方譲与税につきましては、国が国税として徴収し、一定の基準に

よって地方公共団体に譲与することとされているものであり、地方揮発油譲

与税、自動車重量譲与税、昨年度新設された森林環境譲与税が交付されるも

ので、前年度比４．２パーセントとなっています。決算書事項別明細書の１

２ページから１３ページに記載をしております。記載ページにつきまして

は、それぞれ後ほどご確認ください。 

７款自動車税環境性能割交付金につきましては、これまでの自動車取得税

が税制改正により廃止され、令和元年１０月１日以降は環境性能割が適用さ

れることとなり、元年度新設されたもので、前年度比１４６．６パーセント

となっております。 

８款地方特例交付金は、国の制度変更等により、地方負担の増や地方の減

収が生じた場合などに特例的に交付される交付金のことで、個人住民税及び

軽自動車税の減収補填のために交付されるものですが、令和元年１０月１日

に開始した幼児教育・保育の無償化に係る地方負担について、全額国費によ

り対応することとされた子ども・子育て支援臨時交付金は、令和元年度に

限って交付されており、前年度比マイナス４２．６パーセントとなっており
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ます。 

９款地方交付税につきましては、７，６４０万２，０００円の増で、前年

度比３．８パーセントとなっています。 

１１款分担金及び負担金につきましては、２年度も前年度を下回った主な

原因は幼児教育の無償化施策に伴う保育料の減によるもので、前年度比マイ

ナス３９．７パーセントとなっております。 

１３款国庫支出金につきましては、１７億４，７２０万３，５９８円の増

で、前年度比１９４．２パーセントとなっております。２年度の国庫支出金

は、主に新型コロナウイルス感染症関連の補助金で、本町の歳入の中で最も

大きな割合を占めております。 

１５款財産収入につきましては、元年度は不動産売払収入がありました

が、２年度はありませんでしたので、マイナス３億９，３６８万６，０４８

円の減で、前年度比９７．６パーセントとなっております。  

１６款寄附金につきましては、前年度比２１．８パーセントで、そのう

ち、ふるさと応援寄附金が２，２３３件、５，１３３万３，０００円となっ

ております。 

２０款町債につきましては、３億１，２４３万８，０００円の増で、前年

度比５５．４パーセントとなっています。 

２１款法人事業税交付金は、令和２年度に新設されたもので、法人事業税

の一部を都道府県から市町村に交付する制度を創設。法人事業税の収入額に

３．４パーセントを乗じて得た額を市町村に従業者数で案分して交付される

ものです。 

２２款自動車取得税交付金は、税制改正により令和元年１０月１日より廃

止となっておりますが、過年度分として追加交付されたものです。以上で、

歳入につきましての補足説明を終わります。 

続きまして歳出でございます。決算書の６ページから９ページまでが歳出

となります。決算書の８ページから９ページをお開きください。  

歳出合計は予算現額８６億２，９７６万４，０００円に対し、支出済額８

１億５，１４０万１，１５３円、翌年度繰越額２億８，３５８万３，０００

円、不用額１億９，４７７万９，８４７円であり、予算現額と支出済額との

比較は４億７，８３６万２，８４７円でした。よって、歳入歳出差引残額は
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２億５，３３１万５，８５６円でございます。 

款ごとの説明につきましては、本日お配りしております補足説明資料の歳

出、２ページから４ページに記載をしております。今回は、コロナ関連事業

成果報告書を基に、款、項、目ごとに事業費の内容について主なものを簡単

に説明させていただきます。補足説明資料の歳出２ページをお開きくださ

い。 

１款議会費につきましては、前年度比４．７パーセントで、１項２目町議

会ＩＴ化推進事業費は、タブレット型端末の配備をするなど町議会のオンラ

イン会議に係る費用を支出をいたしております。 

２款総務費につきましては、前年度比２０９．０パーセントで、１項２１

目特別定額給付金事業費は、５，８５０世帯に１人当たり１０万円を支出を

いたしました。新型コロナウイルス感染症拡大防止新生活様式支援事業費

は、３か月分の水道基本料金の免除に係る経費を一般会計から水道事業会計

へ補助、支出いたしました。 

３款民生費につきましては、前年度比２．９パーセントで、１項６目介護

保険感染症対策事業費は、介護保険事業所等へ感染症対策に係る費用、補助

上限額２０万円を１７事業所に支出いたしました。障害者施設等感染症対策

事業費は、福祉サービス事業所等へ感染症対策に係る費用、補助上限額２０

万円を８事業所に支出しました。 

２項１目放課後児童健全育成事業費は、町内学童クラブへ感染症対策に係

る備品購入費用として、補助上限額５０万円を８事業者に支出いたしまし

た。また、小学校の臨時休校による午前中開所に係る費用４か所分、登園自

粛に係る保護者の利用料免除に係る費用４か所分を支出いたしました。  

２項２目子育て世帯への臨時特例給付金給付事業費は、０歳から中学生を

養育している保護者９９９人に対し、対象児童１人につき１万円を支出いた

しました。 

４款衛生費につきましては、前年度比７．４パーセントで、１項２目予防

接種事業費は、新型コロナワクチン接種体制の確保のため、システム改修費

等を支出いたしました。 

１項６目新生児特別定額給付金事業費は、令和２年４月２８日以降、３年

３月３１日までに生まれた新生児１人につき１０万円を世帯主７９人に支出



- 11 - 

をいたしました。 

６款農林水産業費につきましては、前年度比マイナス２８．９パーセント

で、１項６目農業経営体経営持続支援事業費は、前年比２０パーセント以上

の減収となった町内の農林漁業者に対し、経営継続のための給付金１事業所

当たり１０万円を２７事業所に支出をいたしました。肉用牛経営基盤維持支

援事業費は、令和２年４月７日から令和３年３月３１日までに出荷し販売し

た肥育牛１頭につき１万円、７６６頭分を支出をいたしました。次に、３

ページをお開きください。 

７款商工費につきましては、前年度比１２２．７パーセントで、１項５目

新型コロナウイルス感染症緊急経済支援給付金事業費は前年比５０パーセン

ト以上の減収となった町内飲食業、観光業を含む事業者に対し、経営継続の

ための給付金２０万円を支出をいたしました。またさらに、前年比２０パー

セント以上の減収となった飲食業、観光業を除く町内全ての事業者に対し、

経営継続のための給付金１０万円を支出をいたしました。川棚町プレミアム

付商品券事業費は、町内世帯に町内事業者で利用できる６，０００円分のプ

レミアム付商品券を５，０００円で販売したもので、委託先の東彼商工会に

補助金を支出をいたしました。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援

金事業費は、町内の貸切りバス・タクシー事業者へ、貸切りバス１台につき

５万円の２０台分、１００万円を１事業者に支出、タクシー１台につき２万

円の２０台分、４０万円を３事業者に支出をいたしました。宿泊キャンペー

ン事業費は、県内在住の宿泊客１人当たり１泊上限額４，０００円を６，６

４９人分を助成、県外在住の宿泊客１人当たり１泊上限額２，０００円を４

３６人分を助成、支出をいたしました。指定管理施設持続化事業費は、施設

の閉鎖等を行った指定管理者に対する閉鎖の影響額相当の支出の財源として

繰り出すための費用、国民宿舎くじゃく荘５か月分、しおさいの湯２か月分

を繰り出し、支出をいたしました。新型コロナウイルス感染症対策時短要請

協力金事業費は、２０時までとする営業時間の短縮に協力した飲食店等１事

業所当たり７６万円分の給付金を６２事業者に支出いたしました。 

８款土木費につきましては、前年度比マイナス１．７パーセントで、１項

２目緊急対応型雇用創出事業費は、就業機会を失った町民に対して雇用創出

を行うための費用で、２名の雇用者に係る人件費、軽トラックの購入費を支
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出いたしました。 

５項２目感染症対策事業費は、中央公園クラブハウスの空調機取替工事の

費用を支出をいたしました。 

９款消防費につきましては、前年度比１．７パーセントで、１項６目災害

避難所感染防止対策事業費は、災害時の避難所における感染症予防品とし

て、マスク、消毒液ほか、災害避難所用防災資機材として、ダンボールパー

テーション、ダンボールベッド、発電機等の購入、また、各自治体に上限額

４０万円、防災倉庫設置補助金を支出をいたしました。 

１０款教育費につきましては、前年度比３６パーセントで、１項３目公立

学校支援事業費は、学校休業対策支援事業として学校給食費に係る保護者負

担の支援のための費用１人当たり１１食分を支出をいたしました。また、オ

ンライン学習環境整備事業として、小中学校ＩＣＴ情報通信技術の環境整備

に係る費用で、各小中学校用のタブレットの購入費用、ＩＣＴ支援員の配置

に係る委託料を支出いたしました。 

１項４目ＧＩＧＡスクール整備事業費は、教師用パソコンにカメラ等を取

り付け、遠隔授業に対応する機器の整備に係る費用を支出をいたしました。 

４項５目社会教育施設感染症対策事業費は、社会教育施設等における感染

症対策に係る費用で、サーモグラフィーカメラシステム、空気清浄機、オゾ

ン脱臭除菌装置、手洗い自動水洗取替工事に係る費用を支出をいたしまし

た。図書室機能強化事業費は、外出抑制時の在宅で過ごす時間の充実を図る

ため、図書室の蔵書増加に係る費用として７０冊の書籍購入費を支出いたし

ました。 

６項１目管理費は、学校の臨時休業期間中の給食食材のキャンセルに係る

違約金を支出いたしました。 

６項３目感染症対策事業費は、学校給食センターの環境改善事業として、

調理室及び洗浄室にスポットクーラーを設置するための工事代を支出をいた

しました。以上で、歳出につきましての補足説明を終わります。なお、その

ほかの補足説明資料につきましては、後ほどご確認ください。 

最後に、決算書事項別明細書７８ページから８３ページにかけて、財産に

関する調書を記載をしております。基金につきましては、８２ページから８

３ページに記載しておりますのでお開きください。 
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主な増減高につきまして、増額分は歳入の１６款寄附金で説明をいたしま

したふるさと応援寄附金の使途として、新型コロナウイルス感染症等対策に

関することに寄附していただいた寄附金を、新型コロナウイルス感染症等対

策基金として新設をしたものでございます。減額分は、平成３０年度から毎

年取り崩しをしております中山間ふるさと農村活性化基金１００万円、役場

庁舎建設基金につきましては５，６００万円を取り崩したもので、どちらも

基金より一般会計へ繰入れをしたものでございます。以上で、私からの説明

を終わります。 

議 長 続いて、企画財政課長の追加説明を求めます。 

企画財政課長 はい。それでは私の方から、「令和２年度決算補足資料（一

般会計）」とした資料についてご説明をさせていただきたいと思います。こ

れは本日お配りした資料でございます。Ａ４の横長になります。この資料に

つきましては、１０年間における決算の推移を取りまとめたもので、決算統

計からの引用により、長期的な観点から財政状況を比較検証するために毎年

作成し、決算補足資料として配布しているものでございます。まず１ページ

でございます。 

歳入決算の状況でありますが、各歳入の款ごとに１０年間の推移を取りま

とめたものでございます。この表の中ほどから少し下のところに、小計とい

うのが中ほどにあるんですが、それより５段落下のところに国庫支出金があ

りますが、これが令和元年度９億円弱と比較しまして、令和２年度２６億

４，７００万円弱と大幅な増額となっております。これにつきましては会計

課長の方からもご説明がありましたが、コロナ禍における家計支援として実

施しました特別定額給付金に係る補助金や、コロナ対策として交付された新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の影響であります。そし

て、一番下の行の「町債－公債費（元金）」とありますが、これは新たな借

入から元金返済を差し引くことによりまして、町の借金の減り具合というも

のを見てとれる行となっております。この行がマイナスでありますと、町の

起債残高が減っているという状況で、これがプラスとなると起債残高が増え

ているという状況になります。現状としましては、新庁舎建設に係る公共施

設等適正管理推進事業債の影響で、令和元年度から起債残高が増えており、

この公共施設等適正管理推進事業債、これ令和３年度まで予定しておりまし
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て、令和３年度が８億４，５２０万円予算として計上しております。この令

和３年度がピークで、以降は減少していくものと考えているところでござい

ます。次に２ページをお願いいたします。 

２ページ目につきましては、経常収支比率、積立金の残高、地方債現在高

などを取りまとめた表となっております。表の上から８段目になりますが、

「Ｂ／（Ａ＋Ｃ＋Ｄ）」の欄がございます。こちらが財政指標として使われ

る経常収支比率でありまして、令和２年度が８３パーセントでありました。

参考としまして、東彼杵町、波佐見町、そして類似団体の経常収支比率を掲

げております。その下に、積立金現在高、地方債現在高、そして下から２番

目に財政力指数を記載しております。続きまして、３ページをお願いいたし

ます。 

３ページにつきましては、決算書と同じく款ごとの目的別決算の状況を取

りまとめた表であります。２行目の総務費につきましては、特別定額給付金

による大幅増加。７行目の商工費につきましても、経済対策による大幅な増

額となっております。続きまして、４ページをお願いいたします。 

４ページにつきましては、性質別決算の状況であります。この性質別で

は、決算統計上のルールに沿って性質別に仕分けられたもので、義務的経費

である人件費につきましては、令和２年度から会計年度任用職員制度へ移行

したことにより、物件費から人件費に仕分けされることとなり、人件費が増

額となっております。また、公債費につきましては引き続き減少傾向であり

ますが、新庁舎建設の影響で令和４年度頃から増に転じるものと考えている

ところでございます。そして５ページ、６ページにつきましては、性質別決

算の状況を、波佐見町と東彼杵町、郡内２町の分も取りまとめてお付けをし

ております。７ページをお願いいたします。 

経常収支比率の推移のグラフであります。経常収支比率は、人件費、扶助

費、公債費などの義務的経常経費に、町税、普通交付税、地方譲与税などと

いった経常一般財源がどの程度充当されているかを示す比率であります。点

線が財政指標として使われる経常収支比率で、令和２年度は８３パーセント

となっており、前年度から２．７ポイントの減であります。続きまして、８

ページをお願いいたします。 

義務的経費である、人件費、扶助費、公債費の推移のグラフであります。
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こちらのグラフを見ますと、扶助費の増加傾向が継続しているといった傾向

がわかるグラフであります。続きまして９ページの方になります。 

９ページは、積立金と地方債の現在高、そして町債と公債費元金償還額の

推移のグラフであります。積立金につきましては、令和２年度が１９億１，

３００万円程度ということで、前年度に比較して４，２００万円程度減額し

ており、減額の主な要因としましては、新庁舎建設の本格化に伴い、庁舎建

設基金を取り崩したことによるものであります。また、地方債現在高につき

ましては、令和２年度が５５億５，４００万円で、前年度から３億６，４０

０万円増加しており、こちらは新庁舎建設事業の本体工事に係る公共施設等

適正管理推進事業債の借入が主な要因でございます。以上、補足資料の説明

を終わらせていただきます。 

議 長 それでは次に、国民健康保険事業特別会計についての追加説

明を求めます。健康推進課長。 

健康推進課長 それでは川棚町国民健康保険事業特別会計、令和２年度決算

についてご説明いたします。決算書は８６ページ、８７ページをお開きくだ

さい。 

歳入における調定総額１９億９，３６２万４，７３８円に対し、収入済額

は１９億２，７２１万７，１２６円で、収入率９６．６パーセントとなって

おります。収入未済額の６，４４０万２，６２８円は、そのほとんどが国民

健康保険税の未済額であります。不納欠損額２００万４，９８４円を地方税

法第１８条の規定により不納欠損をしております。次のページをお願いいた

します。 

歳出における支出済額は、１８億１，９８０万２，３８７円となり、予算

総額１９億１７２万１，０００円に対して、９５．６パーセントの執行率で

ありました。決算書の１０７ページをお開きください。 

実質収支に関する調書です。歳入総額１９億２，７２１万７，１２６円、

歳出総額１８億１，９８０万２，３８７円で、歳入歳出の差引額は１億７４

１万４，７３９円となります。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんの

で、実質収支額は同じく１億７４１万４，７３９円となります。１０９ペー

ジをお開きください。 

財産に関する調書です。基金の状況はこちらに記載のとおりでございまし
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て、年度内の積立金３万５，６７４円を加えました１億９７３万４，８２６

円の基金残高となっております。成果報告書により説明をいたしますので、

成果報告書の１１１ページをお開きください。 

決算の概要でございますが、令和２年度国民健康保険事業における歳入額

並びに歳出額につきましては、こちらに記載のとおりでございまして、先ほ

ど実質収支に関する調書で報告をさせていただいたところでございます。 

歳入につきましては、歳入総額に対する国民健康保険税の占める割合につ

きましては１５．１パーセントとなっております。県支出金が７２．６パー

セント、繰入金６．７パーセント、その他５．６パーセントとなっておりま

す。 

歳出につきましては、歳出総額のうち保険給付の割合が７４．１パーセン

トと最も高くなっております。また、総務費０．４パーセント、国民健康保

険事業費納付金２４．１パーセント、保健事業費１．２パーセント、その他

０．２パーセントとなっております。 

なお、歳入歳出それぞれの事項別明細書は、決算書の９２ページから記載

をいたしておりますので、お目通しいただければと思います。以上で説明を

終わります。 

議 長 次に、後期高齢者医療特別会計についての追加説明を求めま

す。健康推進課長。 

健康推進課長 それでは川棚町後期高齢者医療特別会計、令和２年度決算に

ついてご説明をいたします。決算書は１１２ページからとなっております。 

この後期高齢者医療制度につきましては、保険料１割、現役世代の保険料

の一部として徴収される支援金４割、公費負担５割として国民全体で支える

仕組みであり、歳入歳出については最終的に同じ額となります。精算は次年

度に行うこととなっております。 

歳入における調定総額１億９，６８５万２４２円に対し、収入済額は１億

９，５８０万７，７０７円で、収入率９９．４パーセントとなっておりま

す。収入未済額の１０３万１，３３５円は、後期高齢者医療保険料の未済額

であります。不能欠損は１万１，２００円を高齢者の医療の確保に関する法

律第１６０条第１項の規定により不納欠損処分しております。次のページを

お願いいたします。 
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歳出における支出済額は、１億９，５６９万７，８２６円となり、予算総

額１億９，６１５万９，０００円に対し、９９．７パーセントの執行率であ

りました。決算書１２３ページをお開きください。 

実質収支に関する調書です。歳入総額１億９，５８０万７，７０７円、歳

出総額１億９，５６９万７，８２６円で、歳入歳出差引額は１０万９，８８

１円となります。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支

額は同じく１０万９，８８１円となります。成果報告書の１２３ページをお

開きください。 

決算の概要でございますが、歳入額並びに歳出額はこちらに記載している

とおりでありまして、先ほど実質収支に関する調書でご説明をしたところで

ございます。 

歳入につきましては、歳入総額に占める後期高齢者医療保険料の割合が６

９．７パーセントでございます。繰入金の占める割合が２７．３パーセン

ト、その他３．０パーセントとなっております。 

歳出につきましては、歳出総額に対する総務費の割合が３．１パーセン

ト、後期高齢者医療広域連合納付金の割合が９６．７パーセント、諸支出金

が０．２パーセントとなっております。 

なお、歳入歳出それぞれの事項別明細書は、決算書の１１８ページから記

載をいたしておりますので、お目通しいただきたいと思います。以上で説明

を終わります。 

議 長 続きまして、介護保険事業特別会計についての追加説明を求

めます。健康推進課長。 

健康推進課長 それでは川棚町介護保険事業特別会計、令和２年度決算につ

いてご説明いたします。決算書の１２６ページ、１２７ページをお開きくだ

さい。 

歳入における調定総額１４億４，８４０万４，０１７円に対し、収入済額

は１４億４，０２６万６，９７０円で、収入率９９．４パーセントとなって

おります。収入未済額の７４２万５，１３７円は、介護保険料の未済額であ

ります。不納欠損額７１万１，９１０円を介護保険法第２００条第１項の規

定により不納欠損処分しております。次のページをお開きください。 

歳出における支出済額は、１３億７，４９６万９２２円となり、予算総額
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１４億４，０７８万に対して、９５．４パーセントの執行率でありました。

決算書１４５ページをお開きください。 

実質収支に関する調書であります。歳入総額１４億４，０２６万６，９７

０円、歳出総額１３億７，４９６万９２２円で、歳入歳出差引額は６，５３

０万６，０４８円となります。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんの

で、実質収支額は同額の６，５３０万６，０４８円となります。１４７ペー

ジをお開きください。 

財産に関する調書でございます。令和２年度において基金利子を含む１，

００１万３，０５０円を介護保険給付費基金に積み立てており、年度末現在

額は１億５，０１５万８，１７２円となっております。次に成果報告書によ

り説明をいたします。成果報告書の１２７ページをご覧ください。 

決算の概要でございますが、令和２年度介護保険事業における歳入額並び

に歳出額はこちらに記載のとおりでございまして、先ほど実質収支に関する

調書で報告をしたところでございます。 

歳入ですが、歳入総額に対する主な歳入の割合につきましては、介護保険

料が１９．６パーセント、国庫支出金２３．３パーセント、支払基金交付金

２４．２パーセント、県支出金１４．１パーセント、繰入金１４．５パーセ

ントとなっております。 

歳出につきましては、歳出総額の大部分を占めます９１．１パーセントが

保険給付費であり、総務費２．４パーセント、地域支援事業等費５．４パー

セント、基金積立金０．７パーセント、諸支出金０．３パーセントとなって

おります。 

なお、歳入歳出それぞれの事項別明細書は、決算書１３２ページから記載

をいたしておりますので、お目通しいただきたいと思います。以上で説明を

終わります。 

議 長 次に、観光施設事業特別会計についての追加説明を求めま

す。産業振興課長。 

産業振興課長 はい。それでは、令和２年度川棚町観光施設事業特別会計の

決算認定について、追加説明をいたします。決算書の１６１ページをお開き

ください。 

実質収支に関する調書であります。歳入総額及び歳出総額ともに１億３，
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０６６万６，０６２円であります。翌年度へ繰り越すべき財源はありません

ので、実質収支額は０円となります。次に決算書の１５０、１５１ページを

お開きください。 

歳入は不納欠損額、収入未済額ともに０円であります。次のページをお開

きください。 

歳出についてでありますが、支出済額１億３，０６６万６，０６２円は、

予算現額の約９９．５パーセントの執行率でありました。それでは、成果報

告書の１３８ページをお開きください。 

第一総括の１．決算の概要につきましては、令和２年度観光施設事業にお

ける歳入総額及び歳出総額を記載しておりますが、先ほど実質収支に関する

調書で説明をしたところであります。 

２．歳入につきましては、歳入総額に対する諸収入を占める割合は３１．

５パーセントで、一般会計繰入金が６８．５パーセントであります。なお、

収入総額に対する観光事業収入の割合は１６．２パーセントであります。前

年度と比較しますと、７．１パーセントの増となっております。観光事業収

入につきましては、成果報告書の１３９ページに記載しておりますとおり、

指定管理基本協定に基づき納付される観光事業収入でありますが、前年度納

付額と比較し、約１，４００万円の増となっております。また、当初予算額

に対しまして、決算額は２，１１１万４，９７９円となった理由といたしま

しては、新型コロナウイルス感染症の拡大による指定管理施設の休館に対す

る国・県からの雇用調整助成及び事業継続給付金等の支援並びに町からの観

光施設事業特別会計繰出金において、施設の閉鎖等を行った指定管理者に影

響額相当の支援金を支出したことにより、経営の安定化が図られたものと

思っているところであります。 

成果報告書の１３８ページに戻っていただきまして、３．歳出につきまし

ては、歳出総額のうち観光施設事業費の割合が８６．６パーセント、公債費

が１３．４パーセントであり、予備費の支出はありません。決算書には歳入

歳出決算事項別明細書を添付しておりますが、説明は省略させていただきま

す。後ほどお目通しいただければと思っております。以上で説明を終わりま

す。 

議 長 ここでしばらく休憩をいたします。 
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（１１：０２） 

（…休  憩…） 

（１１：１５） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 それでは次に、下水道事業会計についての追加説明を求めま

す。水道課長。 

水 道 課 長 はい。それでは、認定第６号「令和２年度川棚町下水道事業

会計決算」についてご説明をいたします。決算書の１１ページをお開きくだ

さい。 

１．概況の（１）総括事項ですが、令和２年度における川棚町の下水道の

整備状況は、処理区域面積が３０９．１ヘクタールとなっております。 

年間総有収水量につきましては８２万３，８５７立方メートルで、前年度

に比べ２万５，５３８立方メートルの増加となりました。この有収水量につ

きましては、一般、事業所、学校、官公署など、ほぼ全ての用途で増加をし

ておりますけれども、特に一般では２万９０６立方メートルの増加となって

おります。 

次に経営の状況ですが、決算書１、２ページをお開きください。収益的収

入及び支出について消費税込みの金額であります。収入の第１款下水道事業

収益の決算額は、４億９，３３７万４６６円であります。支出の第１款下水

道事業費用の決算額は４億７，８０７万３，７４１円であります。次のペー

ジをお開きください。 

資本的収入及び支出について、消費税込みの金額であります。支出の第１

款資本的支出の決算額は４億３，３４４万８，７６３円、また、翌年度への

繰越額の６，５００万円は地方公営企業法第２６条の規定による繰越額で、

去る６月議会定例会において繰越計算書の報告をいたしましたとおり、川棚

浄化センターの改修・更新実施計画、耐震化実施計画、すいません。収入が

３億２３７万１，５００円ですね。資本的収入ですね。で、支出が４億３，

３４４万８，７６３円で、繰越額が６，５００万円。で、その６月議会にそ

の報告をしておりますけれども、その内容といたしましては、浄化センター

の改修と更新実施設計、耐震化実施設計業務及び下組雨水排水区の浸水シ

ミュレーション業務となっております。それから、この資本的収支の、資本
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的収入が資本的支出額に対して不足する額におきましては、４ページの下に

書いておりますとおり補填を行っておるところです。次に５ページ、６ペー

ジをお開きください。 

損益計算書です。５ページの最下行に記載のとおり、本年度の経常利益に

つきましては８６６万８，８２３円であります。６ページに記載のとおり、

前年度の繰越欠損金が４，１５６万７，０１７円でありますので、当年度の

未処理欠損金は３，２８９万８，１９４円となります。 

７、８ページには剰余金計算書、９、１０には貸借対照表、１１ページか

ら１６ページには事業報告書を記載しております。１７、１８ページには

キャッシュフロー計算書、１９、２０には固定資産明細書、２１ページから

２６ページには企業債明細書、２７ページから３１ページには収益費用明細

書及び資本的収支明細書を記載しておりますけれども、説明は省略させてい

ただきます。以上で説明を終わります。 

議 長 次に、水道事業会計の追加説明を求めます。水道課長。 

水 道 課 長 はい。引き続き、認定第７号「令和２年度川棚町水道事業会

計決算」についてご説明いたします。決算書１１ページです。 

１．概況の（１）総括事項ですが、令和２年度における川棚町上水道の給

水状況は、給水区域内人口１万３，６３４人で、その約９９．５パーセント

にあたる１万３，６０５人に給水をいたしております。年間の総配水量につ

きましては２０３万９４２立方メートルで、前年度に比べ６万３，７７４立

方メートルの増加となりました。 

年間総有収水量につきましては、１８２万８，４５８立方メートルで、前

年度に比べ５万５，８２２立方メートルの増加となりましたが、有収率につ

いては前年度に比べ０．１ポイント減少し、９０．０パーセントとなってお

ります。この有収水量につきましては、個別の用途では、一般で１万９４５

立方メートルの減少となっておりますが、官公署で６，５２１立方メート

ル、工場で６万５，１３８立方メートルの増加となっております。 

次に、経営の状況です。決算書の１、２ページです。収益的収入及び支出

について、消費税込みの金額であります。収入の第１款水道事業収益の決算

額は３億４，９０３万９，８７９円であります。支出の第１款水道事業費用

の決算額は３億３，５１２万１，０３８円であります。次に決算書の３、４
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ページです。 

資本的収入及び支出について、消費税込みの金額であります。収入の第１

款資本的収入の決算額は６万６，５００円です。支出の第１款資本的支出の

決算額は６，２０２万５，８０３円であります。なお、資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額につきましては、４ページの下表に記載のとお

り補填を行っております。次のページです。５、６ページです。 

損益計算書になります。５ページ最下行に経常利益を記載しておりますけ

れども、１，１２１万４，７８０円の経常利益となっております。 

６ページでの特別利益と特別損失がマイナス１，６４１円となっておりま

すので、当年度純利益が１，１２１万３，１３９円となり、次の前年度繰越

利益剰余金を加算した６，０７５万８，８０２円が当年度未処分利益剰余金

となっております。未処分利益剰余金につきましては、議会の議決を経てそ

の一部を翌年度、その年度の収益に応じ、建設改良積立金及び減債積立金へ

積立てを行うものとしておりますけれども、山道浄水場第７次拡張工事によ

る減価償却費に多額の費用を要する状況であり、今後数年間は収益が悪化す

ることが見込まれるため、昨年度に引き続き次年度以降の収益を担保するた

め、各積立金への積立ては行わず、未処分利益余剰金として留保することと

しております。 

次に７、８ページには剰余金計算書、９、１０ページには貸借対照表、１

１ページから１６ページには事業報告書を記載しております。１７、１８

ページにはキャッシュフロー計算書、１９、２０ページには固定資産明細

書、２１、２２ページには企業債明細書、２３ページから２７ページには収

益費用明細書及び資本的収支明細書を記載しておりますけれども、説明は省

略させていただきます。以上で説明を終わります。 

議 長 はい。ただいま各会計についての説明を受け、これから質疑

を行いますが、決算内容につきましては成果報告書にも詳しく記載をしてあ

ります。監査委員による決算審査意見書等もお手元に配布をされておりま

す。さらに、決算審査特別委員会に付託する予定でありますので、この点を

お含みおきいただき、各会計の歳入・歳出及び全般にわたり、政策的なも

の、あるいは総括的なものとなるようご協力をお願いをいたします。議事整

理上、一般会計と特別会計の会計ごとに分けて質疑を行います。なお、川棚
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町議会会議規則における質疑に関する規定では、質疑回数は１議題につき３

回との原則でありますが、会計ごと３回までの質疑を許可する議事運営とい

たします。 

議 長 それではまずはじめに、認定第１号「令和２年度川棚町一般

会計決算認定」に対する質疑を行います。質疑はありませんか。山口議員。 

６ 番 山 口 ちょっと、一般会計歳入歳出決算書の補足説明資料でお尋ね

したいんですが、町税がですね、１．９パーセント前年度より増加している

と。ところが昨年というのは、もうコロナの中でですね、経済活動その他が

非常に委縮した年度じゃないかと。まあそういう中であれば、税収というの

は一般的に減収するんじゃないかというのを予想されるんですけども、この

増収になった要因が何かあるのかということが１点。 

それから、同じく補足説明の中でですね、国庫支出金が１７億４，７００

万、それくらい増額されてますが、この金額については全てですね、いわゆ

るコロナ対策に使われたのかどうかですね、増額分。その２点をお尋ねした

い。以上です。 

議 長 税務課長。 

税 務 課 長 はい。山口議員の町税の増額になった要因のですね、質問、

お答えしたいと思います。資料としては、一番見やすいのが、成果報告書の

１１ページの方をちょっと見ていただければ、大体要因が見えてくるかと思

いまして、そちらをご覧いただきたいと思います。１１ページの第１表の現

年度課税調定額っていうところで、各税額ごとの増減というのが、右側の方

にあります。この中の内訳としまして、まず個人町民税が若干上がっており

ます。それから固定資産税ですね。これが２，１００万ほど増額しておりま

す。この２つが要因が考えられまして、まず個人町民税につきましての増額

につきましては、２年度におきましては、やはり給与所得につきましては、

経済状況がやっぱり上向きには転じてなかったということで、給与の所得に

ついてはちょっと減が見られたんですけども、その反面その他の所得という

ところで、その他の所得、いわゆる譲渡所得の増があった関係で、個人町民

税につきましてはちょっと増となっております。それから固定資産税につき

ましては、これがちょうどですね、令和元年中における家屋の増があってお

ります。これに伴いまして、固定資産税が上がっているということでござい
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ます。以上でございます。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 もう１点のご質問の、新型コロナ関係の交付金についてのご

質問でございます。定額給付金につきましては、この補助金につきまして

は、全額使われているということでご理解いただければと思います。あと、

地方創生臨時交付金ですね、こちらの分につきましては、一部を令和３年度

に繰り越して使っている状況でございます。精算につきましては、令和３年

度に入ってから精算するということになっておりますが、令和２年度の実績

でいきますと、令和２年度実施しました事業の中に、一部事業費が予算額よ

り消化されていない事業がございまして、例えば宿泊キャンペーン事業でご

ざいますが、これは令和２年度末でございますが、第４波が起こりまして、

なかなか宿泊キャンペーンが予約が減ったということがありまして、予算の

消化ができてないという状況がございます。具体的な金額はまだ精算ができ

ていませんので、きちんとした額は今はご説明できませんが、地方創生臨時

交付金の一部はですね、若干返還する可能性が出ているという状況でござい

ます。以上でございます。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第１号「令和２年度川棚町一般

会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１１：３４） 

議 長 続いて、認定第２号「令和２年度川棚町国民健康保険事業特

別会計決算認定」に対する質疑を行います。ありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第２号「令和２年度川棚町国民

健康保険事業特別会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１１：３４） 
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議 長 続いて、認定第３号「令和２年度川棚町後期高齢者医療特別

会計決算認定」に対する質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいで

すか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第３号「令和２年度川棚町後期

高齢者医療特別会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１１：３４） 

議 長 続きまして、認定第４号「令和２年度川棚町介護保険事業特

別会計決算認定」に対する質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第４号「令和２年度川棚町介護

保険事業特別会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１１：３５） 

議 長 続いて、認定第５号「令和２年度川棚町観光施設事業特別会

計決算認定」に対する質疑を行います。田口議員。 

８ 番 田 口 直接にこの会計の内容ではないんですけど、先ほど財政健全

化比率の中での説明の中に、２２条関係ということで観光施設事業特会が

入っておりましたが、２２条は「公営企業を運営する町長は」って書いてあ

るんで、公営企業のことじゃないかと思うので、下水道と水道が入るのはわ

かるんですけど、観光施設事業の特会が入っているというのがわからなかっ

たので、その点をすいません、遅れましたけど、説明をお願いします。  

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 ご質問にお答えいたします。公営企業といいますと、川棚町

では水道事業と公共下水道事業ということになります。で、これに観光特会

を加えているわけですけれども、一応観光特会につきましては、準公営企業

という取扱いになっておりまして、この中に加えるというふうな形になって

おります。ただ、私もですね、そこちょっとうろ覚えでございますので、改



- 26 - 

めてそこを確認しまして、お答えしたいと思います。以上でございます。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第５号「令和２年度川棚町観光

施設事業特別会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１１：３８） 

議 長 続いて、認定第６号「令和２年度川棚町下水道事業会計決算

認定」に対する質疑を行います。ありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第６号「令和２年度川棚町下水

道事業特別会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１１：３８） 

議 長 次に、認定第７号「令和２年度川棚町水道事業会計決算認

定」に対する質疑を行います。ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで認定第７号「令和２年度川棚町水道

事業会計決算認定」の質疑を終わります。 

（１１：３９） 

議 長 お諮りします。ただいま議題となっております、認定第１号

「令和２年度川棚町一般会計決算認定」から認定第７号「令和２年度川棚町

水道事業会計決算認定」は、更に予算の執行状況、その他内容的に審査を加

える必要があろうかと思われますので、１３人の委員で構成をする決算審査

特別委員会を設置し、これに付託したいと思いますが異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 
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議 長 異議なしと認めます。したがって、認定第１号から認定第７

号までの令和２年度各会計決算認定等については、１３人の委員で構成する

決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定をいたし

ました。 

議 長 決算審査特別委員会の委員の選任については、川棚町議会委

員会条例第７条第４項の規定によりまして、議長が会議に諮って指名する

ことになっております。 

決算審査特別委員会の委員は、議長を除く議員１３人を指名したいと思い

ますが、これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名をいたしま

した議員を決算審査特別委員会委員に選任することに決定をいたしました。  

議 長 ただいま設置をいたしました決算審査特別委員会の委員長及

び副委員長の選任については、このあと休憩をいたしますので、川棚町議

会委員会条例第９条第１項の規定により、第１委員会室において委員会を

開き、正副委員長を互選していただきたいと思っております。併せて、分

科会審査区分等の決定もお願いをいたします。 

なお、委員会での決定事項につきましては、委員長から議長まで報告をお

願いをいたします。 

議 長 ここでしばらく休憩をいたします。 

（１１：４１） 

（…休  憩…） 

（１１：５２） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 お手元に配布しております決算審査特別委員会名簿のとお

り、決定した旨の通知を受けましたので報告をいたします。  

委員長に水谷末義委員、副委員長に堀田一德委員、また、分科会の正副主

査を常任委員会の正副委員長とすることに決定をいたしました。以上のとお
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りであります。 

決算審査特別委員会での付託区分及び日程案については、決算審査付託区

分表及び決算審査日程表のとおりであります。 

決算審査特別委員会では十分な審査を行っていただき、本定例会最終日ま

でに審査報告書の提出をお願いしたいと思います。 

以上をもちまして、本日の日程は全部終了をいたしました。  

本日はこれにて散会といたします。ご起立願います。お疲れ様でした。  

（１１：５３） 
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